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１ 平成２２年度子ども家庭局予算要求総括表  

 

【一般会計】 

 平成２２年度要求総額    ５７，７９７，１１６千円 

（平成２１年度予算額     ４０，５１５，３７０千円） 

  前年度比  ＋４２．７％ 

《主な事業》 

（単位：千円） 

平成２２年度 平成２１年度 増  減 
事業名 

予算要求額 Ａ 予算額  Ｂ Ａ－Ｂ

子ども手当 １９，２５０，０８８ ０ １９，２５０，０８８

 

児童手当 １，２６７，６００ ７，３７６，０９５ ▲６，１０８，４９５

 

放課後児童健全育成 ２，５５５，０３２ １，６３２，９０５ ９２２，１２７

事業 

  

多様な保育サービス １，３５７，０３０ １，２９４，４０９ ６２，６２１

の拡充 

 

母子健康診査 １，００４，０６８ ８７２，３６１ １３１，７０７

 

児童文化科学館 

プラネタリウム改修事業 ４４５，７５０ ０ ４４５，７５０
  
 
 

【母子寡婦福祉資金特別会計】 

 

平成２２年度要求総額       ５０８，１００千円 

（平成２１年度予算額        ５３３，４００千円） 

  前年度比   ▲４．７％ 

 

《主な事業》 

（単位：千円） 

平成２２年度 平成２１年度 増  減 
事業名 

予算要求額 Ａ 予算額  Ｂ Ａ－Ｂ

母子福祉資金貸付金 ４７２，３００ ４９０，７００ ▲１８，４００
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２ 平成２２年度子ども家庭局経営方針 
 

子ども家庭局では、北九州市基本構想・基本計画（「元気発進！北九州」プラン）に掲げ

る“人づくり”を具体化するため、その部門別計画として、北九州市の子どもの健全育成

や子育て支援の基本的方向および具体的な取り組みを示す「北九州市次世代育成行動計画

（後期）」（平成２２年度から２６年度）を策定している。 

この計画の下で、家庭や地域、学校、企業、行政など地域社会全体の子育て力を高め、

子どもが健やかに成長し、市民一人ひとりが家庭を持つことや、子どもを生み育てること

の喜びを実感できる「子育て日本一を実感できるまち」の実現を目指す。 

  

（１） 仕事と子育ての両立支援 
 

【課題】 

・ 共働き家庭の増加や就業形態の多様化に対応し、男女が共にいきいきと楽しく子
育てしながら働き続けることができるような風土の定着と環境の整備 

 

 【方針】 

・ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現に向けた取り組みを推進
するとともに、その基盤となる保育サービスや放課後児童クラブなどの子育て支

援サービスを充実する。 

 

（２） 安心して生み育てることができる環境づくり 
 

 【課題】 

・ 親子の健康を保持・増進し、子どもの心と体が健康に育つ社会の構築 
・ 子育て中の人や、子どもを持つことを望む人が直面する「出産や子育てへの不安・
悩み・負担感」への対応 

 

 【方針】 

・ 妊娠・出産から乳幼児および思春期の保健・医療体制のより一層の充実を図ると
ともに、「子どもは地域社会全体ではぐくむ」という考えのもと、地域社会全体で

子育てを支援する環境づくりを推進する。 
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（３）子どもや若者の健やかな成長や自立を支える環境づくり 

 

 【課題】 

・ 青少年が地域において社会体験活動ができる環境づくりの推進 
・ 不登校、ひきこもり、非行、ニートなど様々な問題を抱えた青少年や若者の立ち
直りや自立の支援 

 

 【方針】 

・ 子どもや若者が直面する様々な課題への対応と、地域社会全体で子どもの健やか
な成長を支える環境づくりを推進する。 

 

 

（４）特別な支援を要する子どもや家庭への支援 

 

 【課題】 

・ 社会的養護が必要な子どもや、障害のある子どもの成長と自立の支援 
・ ひとり親の抱える様々な悩みや不安への対応 
・ 児童虐待の発生・深刻化への対応 
 

 【方針】 

・ 社会的養護が必要な子ども、障害のある子どもやその家庭、ひとり親家庭に対し、
その状態に応じた必要な支援を行うとともに、児童虐待への対応を充実する。 
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３ 重点的に取り組みを行う主なもの 

 

（１）仕事と子育ての両立支援 
 

Ⅳ－３・拡充 ワーク・ライフ・バランス推進事業    １６，０６４千円 
 
☞ 多様な働き方や生き方が選択でき、活力ある豊かな社会を実現するため、市民・
企業・行政が協働してワーク・ライフ・バランスの推進に向けた地域運動を展開す

るとともに、企業等の取り組みを社会全体で後押しするための事業を行う。 

 

Ⅰ－１・拡充 多様な保育サービスの拡充     １，３５７，０３０千円 
※拡充分 ３５，２６０千円 

 
☞ 保護者の多様な保育ニーズに応えるため、保育所での特別保育を充実するととも

に、食物アレルギーを有する児童に対してきめ細かな給食の提供を行う。 

 

Ⅰ－１・拡充 保育所の適正配置           ３８４，７９４千円 

  ☞ 保育所が不足する地域に民間保育所の新規開設を検討する。また、施設の老朽改

築と併せて公立保育所の民営化を推進し、運営の効率化と保育環境の向上を図る。 

 

Ⅰ－１・拡充 放課後児童健全育成事業      ２，５５５，０３２千円 
※拡充分１，９５７，１０８千円 

 
 ☞ 放課後児童の健全育成の充実を図るため、放課後児童クラブの対象を希望する全
ての児童に拡大する、いわゆる全児童化のための施設整備に取り組むとともに、  

７０人を超えるクラブの分割（複数化）、障害児受入れクラブに対する巡回カウンセ

ラーの派遣等を行う。 

 

 

（２）安心して生み育てることができる環境づくり 
 
 

Ⅰ－１・継続 母子健康診査           １，００４，０６８千円 
 
☞ 妊娠・出産・育児に関する経済的負担を軽減するため、平成21年度から14回

に拡充した妊婦健診や乳幼児健診について、公費助成を行う。 
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Ⅰ－１・新規 食を通じた乳幼児等の健康づくり事業    ５，７７３千円 

  ☞ 生活習慣病の予防には、妊娠・乳幼児期からの食育が重要であることを踏まえ、
母子に対する栄養教室・相談や食育の普及啓発などを行う。 

 

Ⅰ－１・新規 思春期保健連絡会             ３，５７０千円 

☞ 医療・学校・地域・行政等の関係者による連絡会を開催し、思春期の現状把握 

及び課題を共有するとともに、思春期保健の対策等について協議する。 

 

Ⅰ－１・継続 乳幼児等医療費支給制度      ２，４４４，２２８千円 

  ☞ 子育てに関する経済的負担を軽減するため、小学校３年生までの乳幼児等に係る 

医療費（ただし、小学生期は入院医療費のみ）の自己負担額を助成する。さらに、

支給対象の拡大について、検討する。     

 

Ⅰ－１・継続 特定不妊治療費助成事業         ８０，３４２千円 
 
☞ 特定不妊治療における経済的負担の軽減を図るため、費用の一部を助成するとと 

もに、不妊治療に関する理解を深めるため、広報等を行う。 

 

Ⅰ－１・拡充 （仮称）子育てに優しいまちづくりに向けたキャンペーン 
１８，０７０千円 

  ☞ 本市が、子育て日本一を実感できるまちづくりを進めていることを、広く市民に

ＰＲするとともに、行政のみならず、身近な地域においても、子育て家庭を支える

環境づくりに取り組んでもらえるよう、キャンペーンを実施する。 

 

 

Ⅰ－１・新規 子育てに優しいまちづくり推進事業    １０，０８７千円 
 
☞ 地域ぐるみで子育てを支える取り組みを進めるため、小学校区単位を基本に、子育
てサポーターや地域の子育て支援団体などが連携・協力した子育て支援活動を促進

する。 

 

Ⅰ－１・拡充 親子ふれあいルーム整備事業       ４３，４９３千円 
 
☞ 乳幼児を持つ保護者の子育てへの不安を軽減するため、親子が気軽に集い、交流、 

情報交換、育児相談等ができるスペースを区レベルで整備する。 
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Ⅰ－１・新規 子ども・家庭相談コーナー機能強化事業 
１６，２４１千円 

 

☞ 年々増加傾向にある多様化、複雑化する相談に対応できるよう体制の見直しを行

うとともに、専門研修の受講により相談員の専門性、機動性を高め、「子ども・家庭

相談コーナー」の機能強化を図る。 
 

Ⅰ―１・拡充 子育てに関する情報提供の充実      １９，９９５千円 

  ☞ 子育て中の人が、子どもの成長に応じた情報を、タイムリーに、かつ手軽に入手

できるよう、ホームページ、情報誌の内容や、情報提供方法の充実を図ることによ

り、必要とされる子育てに関する情報が、市民に届く仕組みを構築する。 

 

 

 

（３）子どもや若者の健やかな成長や自立を支える環境づくり 
 

Ⅰ－１・新規 青少年体験活動等活性化事業        ５，８００千円 
 
☞ 青少年の体験活動に関する情報発信の強化や、地域における青少年体験活動推進

のための仕組みづくり、また、親子のふれあいをテーマにした催しの開催等を通じ

て、家庭や地域における青少年健全育成のための環境を整える。 

 

Ⅰ－１・拡充 青少年施設改修事業          １１４，１３９千円 

  ☞ 利用者の利便性・快適性の向上を目的として、青少年の家等のトイレや空調設備

の改修を行う。 

 

Ⅰ－１・新規 児童文化科学館の再生活用等事業    ４６２，００８千円 

  ☞ 老朽化が進んだ児童文化科学館について、プラネタリウムの更新を行うとともに、

整備計画を作成する。 

 

Ⅰ－３・拡充 少年支援室の拡充             ８，２１６千円 

  ☞ ひきこもり状態にある少年の早期発見・早期対応のため、少年支援室において、

支援を行うための体制を整備する。 
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Ⅰ－３・新規 非行少年の立直り支援と体制強化事業    ２，４１３千円 
 
☞ 非行児童を専門に対応する「（仮称）非行児童援助チーム」を設置し、児童及び 

保護者の意欲喚起や意識改革等による児童の立ち直りを推進する。 

 

Ⅰ－３・拡充 若者のための応援環境づくり推進事業    ３，４０７千円 
 
☞ 若者の自立を支援するため、若者向けのホームページの運営や「（仮称）子ども・

若者支援地域協議会」の設置・運営、また、若者の意識や生活実態等に関する調査・

研究を行う。 

 

Ⅰ－３・新規 「（仮称）青少年応援センター」の設置及び運営事業 
１８，００２千円 

 
☞ 子ども・若者の育成や支援に関する相談に応じることや関係機関の紹介、必要な

情報の提供や助言等を行う総合相談や居場所機能をもつ「（仮称）青少年応援センタ

ー」を設置する。 

 

 

 

（４）特別な支援を要する子どもや家庭への支援 

 

Ⅰ－１・新規 児童養護施設等入所児童自立促進事業   ２４，０４２千円 
 
☞ 児童養護施設等に入所している児童に、就職等に有利になる資格取得の支援や一

人暮らしのための住居費用等の助成、職業支援等を行うことで、児童の自立を促進

する。 

 

Ⅰ－１・新規 児童養護施設等ＡＥＤ設置事業       ４，９８７千円 
 
☞ 入所児童や近隣住民等の万一の場合に備えるため、児童養護施設や乳児院等に 

ＡＥＤを設置する。 

 

Ⅰ－１・新規 乳児院スプリンクラー設置助成事業    １０，８４５千円 
 

☞ 消防法施行令改正により、火災発生時に自力で避難することが困難な人が入所す

る社会福祉施設等にスプリンクラーの設置が義務付けられ、乳児院がその対象とな

った。そこで、乳児院のスプリンクラー設置に対してその費用を助成する。 
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Ⅰ－１・継続 ひとり親家庭のための北九州市合同就職説明会   
７，２２１千円 

 

☞ 就職が困難なひとり親家庭の父母の就業と自立を支援するため、ひとり親家庭へ

の理解を示す複数の企業への就職の機会を提供する。 

 

Ⅰ－１・継続 ひとり親家庭等医療費支給制度   １，８０５，８１３千円 

  ☞ ひとり親家庭等に関する経済的負担を軽減するため、医療費の自己負担額を助成

する。 

 

Ⅰ－１・拡充 母子家庭等自立支援給付金事業     ２１８，９９１千円 
※拡充分１０７，０１９千円 

 

☞ 母子家庭の母の就職の際に有利で、生活の安定につながる資格取得を促進するた

め、養成機関在籍中の生活不安の解消と安定した修業環境の提供を目的とした「高

等技能訓練促進費」の支給額及び期間の拡充を図る。 

 

Ⅰ－１・新規 保育所巡回カウンセラー          ３，５８６千円 

  ☞ 虐待が疑われる子どもやその保護者に対する保育所の保育指導や相談機能の強化、
家庭保育力の向上を図るため、定期的に保育所の巡回指導などを行う巡回カウンセ

ラーを配置する。 

 

Ⅰ－１・拡充 わいわい子育て相談事業          ９，９４２千円      
※拡充分５，００７千円 

 
☞  心身の発達が気になる乳幼児を早期に発見し、早期に対応するため、わいわい子

育て相談の受け入れ体制を強化し、親子遊び教室の充実を図る。  

 

Ⅰ－１・新規 親子通園事業              １１,４２０千円      
☞ 直営保育所に親子通園クラスを設置し、発達が気になる子どもを保護者とともに

受け入れ、保育所での遊びや体験、相談を通じて支援を行う。 
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（５）市民等との協働による子育て支援の推進 

 

Ⅳ－３・拡充 ワーク・ライフ・バランス推進事業（再掲）１６，０６４千円 
 
☞ 多様な働き方や生き方が選択でき、活力ある豊かな社会を実現するため、市民・
企業・行政が協働してワーク・ライフ・バランスの推進に向けた地域運動を展開す

るとともに、企業等の取り組みを社会全体で後押しするための事業を行う。 

 

Ⅰ－１・拡充 親子ふれあいルーム整備事業（再掲）   ４３，４９３千円 
 
☞ 乳幼児を持つ保護者の子育てへの不安を軽減するため、親子が気軽に集い、交流、 

情報交換、育児相談等ができるスペースを区レベルで整備する。 

 

Ⅰ－１・新規 子育てに優しいまちづくり推進事業（再掲） １０，０８７千円 
 
☞ 地域ぐるみで子育てを支える取り組みを進めるため、小学校区単位を基本に、子育
てサポーターや地域の子育て支援団体などが連携・協力した子育て支援活動を促進

する。 

 

Ⅰ－１・拡充（仮称）子育てに優しいまちづくりに向けたキャンペーン（再掲） 
１８，０７０千円 

  ☞ 本市が、子育て日本一を実感できるまちづくりを進めていることを、広く市民に

ＰＲするとともに、行政のみならず、身近な地域においても、子育て家庭を支える

環境づくりに取り組んでもらえるよう、キャンペーンを実施する。 

 

Ⅰ－１・新規 青少年体験活動等活性化事業（再掲）    ５，８００千円 
 
☞ 青少年の体験活動に関する情報発信の強化や、地域における青少年体験活動推進

のための仕組みづくり、また、親子のふれあいをテーマにした催しの開催等を通じ

て、家庭や地域における青少年健全育成のための環境を整える。 

 

 


